
本通知は本文記載の当該製品をご購入いただいたお客様にご案内しております。 
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株式会社 MonotaRO 

 

「SMC_コンパクトコンプレッサ CRP Series」不適合品販売のお詫びとお願い 

 

平素よりモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

このたび、弊社にて販売いたしました「SMC_コンパクトコンプレッサ CRP Series」にお

きまして、一部製品が計量法に抵触していることが判明いたしました。 

 

当該製品につきましては、単位切り換え機能付きデジタル圧力スイッチ(品番：ISE20A-

Y-01-J-X603)が同梱されております。当該デジタル圧力スイッチは、法定計量単位〈Pa〉

と非法定計量単位〈PSI〉を切り換え可能であり、この機能が計量法第九条 1 項に抵触し

ております。 

当該製品をお持ちのお客様は、誠にお手数ではございますが、下記【製造元メーカーお

問合せ窓口】までご連絡くださいますようお願いいたします。ご連絡いただき次第、法定

計量単位固定の製品と交換をさせていただきます。 

 

このたびはお客様にご迷惑をおかけいたしましたこと心よりお詫び申しあげます。 

 

記 

【当該製品】 

製品名 品番 注文コード 

コンパクトコンプレッサ CRP Series CRP10-S1-BP 26544080 

コンパクトコンプレッサ CRP Series CRP10-S1-BP-KV 26544107 

コンパクトコンプレッサ CRP Series CRP10-D1-BP-KV 26544344 

 

【計量法 第九条抜粋】 

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器) 

第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計

量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならな

い。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、

専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外

のものについても、同様とする。 

2 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。 

 

【製造元メーカーお問合せ窓口】 

SMC株式会社   担当者：元恒 

電話番号    050-3538-7608 

受付時間    9:00～17:45（月～金※祝日除く） 

メールアドレス mototsune.toshiyuki@smc.com 


